
 

（
啓
発
活
動
） 

 
 
 

労
働
者
の
募
集
及
び
採
用
に
お
け
る
年
齢
に
係
る
均
等
な
機
会
の
確
保
に
関
す
る
法
律
案 

 

（
基
本
方
針
） 

 

（
目
的
） 

第
三
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
労
働
者
の
募
集
及
び
採
用
に
お
い
て
そ
の
年
齢
に
か
か
わ
り
な
く
均
等
な
機
会
を
確
保
す
る
た

め
の
施
策
の
基
本
と
な
る
べ
き
方
針
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
労
働
者
の
募
集
及
び
採
用
に
お
い
て
そ
の
年
齢
に
か
か
わ
り
な
く
均
等
な
機
会
を
確
保

す
る
こ
と
に
つ
い
て
国
民
の
関
心
と
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
特
に
、
労
働
者
が
そ
の
有
す
る
能
力
を
有
効
に
発
揮
す
る

こ
と
の
妨
げ
と
な
っ
て
い
る
雇
用
慣
行
の
是
正
を
図
る
た
め
、
必
要
な
啓
発
活
動
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
労
働
者
の
募
集
及
び
採
用
に
つ
い
て
、
そ
の
年
齢
に
か
か
わ
り
な
く
均
等
な
機
会
を
確
保
す
る
た
め

の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
者
が
そ
の
有
す
る
能
力
を
有
効
に
発
揮
す
る
こ
と
の
妨
げ
と
な
っ
て
い
る
雇
用
慣
行

の
是
正
を
図
り
、
も
っ
て
労
働
者
の
職
業
の
安
定
を
図
る
と
と
も
に
、
経
済
及
び
社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。 

  



 

２ 

基
本
方
針
に
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 
労
働
者
の
募
集
及
び
採
用
の
動
向
に
関
す
る
事
項
で
あ
っ
て
、
求
職
者
の
年
齢
に
関
す
る
も
の 

二 

労
働
者
の
募
集
及
び
採
用
に
お
い
て
そ
の
年
齢
に
か
か
わ
り
な
く
均
等
な
機
会
を
確
保
す
る
た
め
に
講
じ
よ
う
と
す
る

施
策
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項 

３ 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
労
働
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
く
ほ
か
、
都

道
府
県
知
事
の
意
見
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
概
要
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

前
二
項
の
規
定
は
、
基
本
方
針
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
労
働
者
の
募
集
及
び
採
用
に
お
け
る
均
等
な
機
会
の
確
保
） 

第
四
条 

事
業
主
は
、
労
働
者
の
募
集
及
び
採
用
に
つ
い
て
、
そ
の
年
齢
に
か
か
わ
り
な
く
均
等
な
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２ 

事
業
主
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
を
対
象
と

し
て
募
集
及
び
採
用
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 



 

（
紛
争
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
特
例
） 

 

（
指
針
） 

２ 

第
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
指
針
の
策
定
及
び
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第

三
項
中
「
聴
く
ほ
か
、
都
道
府
県
知
事
の
意
見
を
求
め
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
聴
く
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
五
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
に
定
め
る
事
項
に
関
し
、
事
業
主
が
適
切
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
指
針
（
次
項
に
お

い
て
「
指
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

四 

事
業
主
が
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
定
年
の
定
め
を
し
て
い
る
場
合 

当
該
定
年
未
満
の
年
齢
の
者 

 

三 

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
そ
の
他
法
令
の
規
定
に
よ
り
特

定
の
年
齢
階
層
に
属
す
る
者
の
就
業
が
予
定
さ
れ
て
い
る
場
合 

当
該
年
齢
階
層
に
属
す
る
者 

一 

芸
術
又
は
芸
能
の
分
野
に
お
け
る
表
現
の
真
実
性
の
要
請
か
ら
、
特
定
の
年
齢
階
層
に
属
す
る
者
が
求
め
ら
れ
て
い
る

場
合 

当
該
年
齢
階
層
に
属
す
る
者 

 

二 

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
そ
の
他
法
令
の
規
定
に
よ
り
特
定
の
年
齢
階
層
に
属
す
る
者
の
就

業
が
禁
止
さ
れ
、
又
は
制
限
さ
れ
て
い
る
場
合 

当
該
年
齢
階
層
に
属
さ
な
い
者 

 

  



 

第
六
条 

労
働
者
の
募
集
及
び
採
用
に
お
け
る
年
齢
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
個
々
の
求
職
者
と
事
業
主
と
の
間
の
紛
争
に

つ
い
て
は
、
個
別
労
働
関
係
紛
争
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
四
条
の
規
定
は
適

用
せ
ず
、
次
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（
紛
争
の
解
決
の
援
助
） 

第
七
条 

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
前
条
に
規
定
す
る
紛
争
に
関
し
、
当
該
紛
争
の
当
事
者
の
双
方
又
は
一
方
か
ら
そ
の
解
決

に
つ
き
援
助
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
紛
争
の
当
事
者
に
対
し
、
必
要
な
助
言
、
指
導
又
は
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

２ 

事
業
主
は
、
労
働
者
の
募
集
及
び
採
用
に
つ
い
て
、
求
職
者
が
前
項
の
援
助
を
求
め
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
他
の
求
職

者
と
差
別
的
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
調
査
等
） 

第
八
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
労
働
者
の
募
集
及
び
採
用
に
お
い
て
そ
の
年
齢
に
か
か
わ
り
な
く
均
等
な
機
会
を
確
保
す
る
た

め
必
要
な
調
査
研
究
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
資
料
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求



 

（
公
表
） 

 

（
船
員
に
な
ろ
う
と
す
る
者
に
関
す
る
特
例
） 

 

（
報
告
の
徴
収
並
び
に
助
言
、
指
導
及
び
勧
告
） 

２ 

前
項
に
定
め
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
一
部
を
都
道
府
県
労
働
局

長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
十
一
条 

船
員
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
船
員
に
な
ろ
う
と
す
る
者

に
関
し
て
は
、
第
三
条
第
一
項
並
び
に
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
（
同
条
第
五
項
及
び
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
十
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
事
業
主
に
対
し
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告

を
し
た
場
合
に
お
い
て
、そ
の
勧
告
を
受
け
た
者
が
こ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
九
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
事
業
主
に
対
し
て
、
報
告
を
求
め
、

又
は
助
言
、
指
導
若
し
く
は
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 
厚
生
労
働
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
、
都
道
府
県
知
事
か
ら
必
要
な
調
査
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  



 

場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
条
第
一
項
並
び
に
前
三
条
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
」
と
、
第
三
条

第
三
項
（
同
条
第
五
項
及
び
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
中
「
労
働
政
策
審
議
会
」
と
あ
る
の
は

「
船
員
中
央
労
働
委
員
会
」
と
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
労
働
局
長
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
運

輸
局
長
（
運
輸
監
理
部
長
を
含
む
。
）
」
と
、
第
九
条
第
二
項
中
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
省
令
」
と

す
る
。 

 

（
適
用
除
外
） 

第
十
二
条 

第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
九
条
及
び
第
十
条
の
規
定
は
、
国
家
公
務
員
及
び
地
方
公
務
員
に
関
し
て
は
適
用

し
な
い
。 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
雇
用
対
策
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

雇
用
対
策
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



 

（
厚
生
労
働
省
設
置
法
の
一
部
改
正
） 

 

（
国
土
交
通
省
設
置
法
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

国
土
交
通
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条 

厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
九
条
第
一
項
第
四
号
中
「
地
域
雇
用
開
発
促
進
法
」
の
下
に
「
、
労
働
者
の
募
集
及
び
採
用
に
お
け
る
年
齢
に
係
る
均

等
な
機
会
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第 

 
 

号
）
」
を
加
え
る
。 

第
十
二
条 

削
除 

第
七
条 
削
除 

第
四
十
三
条
第
四
号
中
「
及
び
船
員
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
号
）
」
を
「
、
船
員
職
業
安
定
法
（
昭

第
三
十
条
第
二
項
中
「
、
第
七
条
、
第
十
二
条
」
を
削
る
。 

第
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
六
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
事
業
主
の
責
務
）
」
を
付
す
る
。 

  



 

和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
号
）
及
び
労
働
者
の
募
集
及
び
採
用
に
お
け
る
年
齢
に
係
る
均
等
な
機
会
の
確
保
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
九
年
法
律
第 

 
 

号
）
」
に
改
め
る
。 

 



 
近
に
お
け
る
若
年
者
の
雇
用
情
勢
、
就
業
に
対
す
る
意
識
の
変
化
、
少
子
高
齢
化
の
進
展
等
に
か
ん
が
み
、
年
齢
に
か
か

わ
り
な
く
労
働
者
が
そ
の
有
す
る
能
力
を
有
効
に
発
揮
す
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、
労
働
者
の
募
集
及
び
採

用
に
つ
い
て
、
そ
の
年
齢
に
か
か
わ
り
な
く
均
等
な
機
会
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
者
が
そ
の

有
す
る
能
力
を
有
効
に
発
揮
す
る
こ
と
の
妨
げ
と
な
っ
て
い
る
雇
用
慣
行
の
是
正
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律

案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 
 
 
 

 

理 

由 

  


